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 （目的） 
第１条 この要綱は、今後も市民が安全・安心・

快適に公共交通を利用できる環境づくりを進

めるため、通常車両よりも高額となるノンステ

ップ 
 バス、ＵＤタクシー等のバリアフリー車両を

導入する交通事業者に対し、 
 予算の範囲内において、長崎市公共交通バリ

アフリー車両導入事業費補助金（以下「補助金」

という。）を交付することについて、長崎市補

助金等交付規則（昭和６３年長崎市規則第２１

号。以下「規則」という。）に定めるもののほ

か、必要な事項を定めることを目的とする。 
 （定義） 
第２条 この要綱において、次の各号に掲げる

用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 
⑴ ノンステップバス 標準仕様ノンステッ

プバス認定要領（平成１５年１２月２６日付け

国自技第２１１号）に基づく認定を受けたバス

をいう。 
⑵ ＵＤタクシー 標準仕様ユニバーサルデ

ザインタクシー認定要領（平成２４年３月２８

日付け国自旅第１９２号）に基づく認定を受け

たユニバーサルデザインタクシーをいう。 
⑶ 乗合バス事業者 道路運送法（昭和２６年

法律第１８３号）第３条第１号イに掲げる一般

乗合旅客自動車運送事業を経営する乗合バス

事業者をいう。 
⑷ タクシー事業者 道路運送法第３条第１

号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業を

経営するタクシー事業者をいう。 
 （補助対象者） 
第３条 補助金の交付の対象となる者（以下

「補助対象者」という。）は、 
 本市内に本社を有する乗合バス事業者又は

タクシー事業者とする。 
 （補助対象経費） 
第４条 補助金の交付の対象となる経費（消費

税及び地方消費税に相当する額を除く。以下

「補助対象経費」という。）は、ノンステップ

バス又はＵＤタクシーの購入（中古の車両又は

本市外で主に運行する車両の購入を除く。）に

係る経費のうち車両本体及び車載機器類の購

入に要する費用とする。 
 （補助金の額） 

第５条 補助金の額は、補助対象経費の全額

（その額に 1,０００円未満の端数があるとき

は、その端数を切り捨てた額）とする。ただし、

別表左欄に掲げる区分に応じ、購入する車両１

台につき同表右欄に定める額を上限とする。 
２ 前項の規定にかかわらず、車両の購入と併

せて公共交通の利用促進に 
 向けた新たな利用者に対する還元施策（以下

「利用者還元施策」という。 
 ）を行う場合の補助金の額は、前項の補助金

の額に利用者還元施策に要する費用（割引原資、

運行欠損額、広告宣伝費等を含む。）を加えた

額（その額に 1,０００円未満の端数があるとき

は、その端数を切り捨てた額）とする。ただし、

別表左欄に掲げる区分に応じ、購入する車両１

台につき同表右欄に定める額に２を乗じて得

た額を上限とする。 
 （交付の申請） 
第６条 規則第３条第１項の期日は、令和８年

４月３０日とする。 
２ 規則第３条第１項第５号の市長が必要が

あると認める書類は、次に掲げる書類とする。 
⑴ 購入する車両の性能が分かる仕様書等の

写し 
⑵ 購入する車両の見積書の写し 
⑶ 利用者還元施策に要する費用が把握でき

る書類（利用者還元施策を行う場合に限る。） 
３ 規則第３条第２項の規定により、同条第１

項第３号の書類は、省略するものとする。 
 （軽微な変更） 
第７条 規則第５条第１項第１号の市長が認

める軽微な変更は、次に掲げる条件を全て満た

すものとする。 
⑴ 補助金の交付の目的の達成及び既に交付

の決定を受けた事業計画に 
 基づく補助金の交付の対象となる事業（以下

「補助対象事業」という。 
 ）の遂行に支障のない範囲の変更であること。 
⑵ 補助対象経費の２０パーセント以内の変

更であって、補助金の増額を伴わないものであ

ること。 
 （交付の条件）  
第８条 規則第５条第１項第４号の市長が必

要があると認める事項は、補助対象事業に係る

収支を明らかにした帳簿及び関係書類を備え、

当該補助対象事業を実施した年度の翌年度か

ら起算して５年間保存するものとする。 
 （申請の取下げ） 
第９条 規則第７条第１項の別に定める期日

は、規則第６条第１項の規定による通知を受領

した日から起算して３０日を経過した日とす

る。 
 （実績報告） 
第１０条 規則第１２条の別に定める期日は、



車両の納品又は利用者還元施策が完了した日

から起算して１月を経過した日又は令和９年

３月１１日のいずれか早い日とする。 
２ 規則第１２条第２号の市長が必要と認め

る書類は、次に掲げる書類とする。 
⑴ 購入した車両の契約書の写し 
⑵ 購入した車両の請求書の写し 
⑶ 購入した車両の写真 
⑷ 利用者還元施策の実施の状況及びその実

施に要した費用が把握できる書類（利用者還元

施策を行う場合に限る。） 
 （取得財産の管理） 
第１１条 補助対象者は、取得財産（補助対象

者が購入した車両をいう。）について、補助対

象事業の完了後においても善良な管理者の注

意をもって管理するとともに、補助金の交付の

目的に従い、その効率的運用を図らなければな

らない。 
 （財産の処分の制限） 
第１２条 規則第１９条ただし書の市長が別

に定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に

関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に

定められた資産の耐用年数とする。 
（委任） 
第１３条 この要綱に定めるもののほか、必要

な事項は、市長が別に定める。 
   附 則 
 （施行期日） 
１ この要綱は、告示の日から施行し、令和７

年度の予算に係る補助金から適用する。 
 （この要綱の失効） 
２ この要綱は、令和９年３月３１日限り、そ

の効力を失う。ただし、同日までに補助金の交

付の規定を受けた者に係るこの要綱の規定に

ついては、同日以降もなおその効力を有する。 
 
 
 
別表（第５条関係） 

区       分 
１台当たりの 

上限額 

ノンステップバス １４０万円

ＵＤ 

タクシー 

認定レベル準１ １５万円

認定レベル１ １０万円

 


